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◎�

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
利
用
者

負
担
の
上
限
額
の
見
直
し

　
（
表
１
参
照
）

　
世
帯
に
市
区
町
村
民
税
の
課
税
対

象
者
が
い
る
方
の
負
担
の
上
限
が
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
同
じ
世
帯
の
全
て
の
65

歳
以
上
の
方
の
利
用
者
負
担
割
合
が

１
割
の
世
帯
は
、
年
間
上
限
額
が
設

け
ら
れ
ま
す
。（
３
年
間
の
時
限
措

置
）

児
童
扶
養
手
当
と
は

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
生
活
の
安
定
を

図
り
、
自
立
を
促
進
す
る
た
め
の
制

度
で
す
。

　
18
歳
に
到
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
い
る
児
童

を
扶
養
し
て
い
る
ひ
と
り
親
の
方
、

ま
た
は
父
（
母
）
に
代
わ
っ
て
養
育

し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

平
成
29
年
４
月
か
ら
支
給
額
が
変
更

に
な
り
ま
し
た
。

〈
現
況
届
の
提
出
〉

　
毎
年
８
月
は
児
童
扶
養
手
当
の
現

況
届
提
出
月
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
現
在
、
児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を

受
け
て
い
る
方
（
支
給
停
止
の
方
も

含
み
ま
す
）
は
、
全
員
現
況
届
の
提

出
が
必
要
で
す
。
届
出
が
な
い
場
合

は
受
給
資
格
を
喪
失
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
届
出
期
間
内
（
８
月

１
日
（
火
）
～
８
月
31
日
（
木
）
）

に
必
ず
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は

　
知
的
障
が
い
ま
た
は
身
体
障
が
い

等
の
状
態
に
あ
る
児
童
の
福
祉
の
増

進
を
図
る
た
め
の
制
度
で
す
。

　
知
的
障
が
い
ま
た
は
身
体
障
が
い

の
状
態
に
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を

監
護
し
て
い
る
父
ま
た
は
母
、
も
し

く
は
父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

平
成
29
年
４
月
か
ら
支
給
額
が
変
更

に
な
り
ま
し
た
。

・
１
級
（
重
度
障
害
児
）

�

５
１
、
４
５
０
円

・
２
級
（
中
度
障
害
児
）

�

３
４
、
２
７
０
円

〈
所
得
状
況
届
の
提
出
〉

　
現
在
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
認

定
を
受
け
て
い
る
方
（
支
給
停
止
の

方
も
含
み
ま
す
）
は
、
全
員
所
得
状

況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。
届
出
期

間
内
（
８
月
10
日
（
木
）
～
９
月
11

日
（
月
））
に
必
ず
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

※�

そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
に
は
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。
支
給
要
件
、
受
給

資
格
要
件
等
詳
細
は
お
問
合
わ
せ

く
だ
さ
い

問
子
育
て
支
援
課
　
☎
内
線
３
０
６

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
制
度
と
は

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合

に
お
支
払
い
た
だ
く
利
用
者
負
担
に

は
月
々
の
負
担
の
上
限
額
が
設
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
１
か
月
に
支
払
っ
た

利
用
者
負
担
の
合
計
が
負
担
の
上
限

を
超
え
た
と
き
に
、
超
え
た
分
が
払

い
戻
し
さ
れ
る
制
度
で
す
。

◎�

高
額
医
療
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
合
算

の
限
度
額
の
見
直
し（
表
２
参
照
）

　
70
歳
以
上
の
方
で
現
役
並
み
所
得

の
方
に
つ
い
て
、
現
役
世
代
と
同
様

に
、
上
限
が
細
分
化
さ
れ
た
上
で
限

度
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

※
法
律
は
平
成
29
年
８
月
に
改
正
と

な
り
、
こ
の
制
度
の
適
用
は
平
成
30

年
８
月
か
ら
と
な
り
ま
す
。

高
額
医
療
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
合
算
と
は

　
医
療
保
険
と
介
護
保
険
に
お
け
る

１
年
間
（
毎
年
８
月
１
日
～
翌
年
７

月
31
日
）
の
自
己
負
担
の
合
算
額
が

高
額
な
場
合
に
、
さ
ら
に
負
担
を
軽

減
す
る
制
度
で
す
。

問
福
祉
課
　
☎
内
線
３
０
２
・
３
１

５
・
３
１
６

平
成
29
年
８
月
か
ら
の
介
護

保
険
制
度
の
改
正
に
つ
い
て

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
ご
案
内

区分 手当の全額を
受給できる方

手当の一部を
受給できる方

児童１人　　 月額42,290円 月額42,280円～
� 9,980円

児童２人　　 月額52,280円 月額52,260円～
� 14,980円

児童３人以上 ３人目から児童一人増すごとに、最
大月額5,990円加算

表１〈平成29年８月から〉
対象となる方 自己負担限度額（月額）

現役並み所得者に相当する方
がいる世帯の方（注１） 44,400円

世帯のどなたかが市区町村民
税を課税されている方

37,200円 ⇒ 44,400円
＋年間上限額の設定
（１割負担者のみの世帯）

年間上限額：446,400円（37,200円×12）
世帯の全員が市区町村民税を
課税されていない方 24,600円

前年の合計所得と公
的年金収入の合計が
年間80万円以下の方

15,000円

（注１）世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がいる場合であって世帯年収
　　　520万円以上（単身世帯の場合は383万円以上）
表２〈平成30年７月まで〉 〈平成30年８月から〉

区　分 限度額
（70歳以上） 区　分 限度額

（70歳以上）

現役並み所得の方
課税所得（145万円以上の方） 67万円 a

課税所得690万円
以上の方 212万円

課税所得380万円
以上の方 141万円

課税所得145万円
以上の方 67万円

一　般
市区町村民税（�課税世帯の方�） 56万円

a

一　般
市区町村民税（�課税世帯の方�） 56万円

市区町村民税
非課税世帯 31万円 市区町村民税

非課税世帯 31万円

市区町村民税
非課税世帯
（所得が一定以下）

19万円
市区町村民税
非課税世帯
（所得が一定以下）

19万円
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◆
漁
業
経
営
の
安
定
化
に
尽
力

　大
磯
町
で
多
年
漁
業
に
携
わ
り
、

漁
業
経
営
の
安
定
化
に
ご
尽
力
さ
れ

た
功
績
が
評
価
さ
れ
、
大
磯
二
宮
漁

業
協
同
組
合
の
加
藤
孝
氏
が
平
成
29

年
度
県
民
功
労
者
表
彰
を
受
賞
さ
れ

ま
し
た
。

　今
後
益
々
の
ご
活
躍
を
祈
念
い
た

し
ま
す
。

問
政
策
課

　☎
内
線
２
１
３

問
福
祉
課

　☎
内
線
３
１
６

問
生
涯
学
習
課

　☎
内
線
３
２
３

　鳥
海
一
良
さ
ん
（
東
町
）
が
５
月

に
、
髙
橋
リ
ユ
さ
ん
（
大
磯
）
が
６

月
に
満
百
歳
の
お
誕
生
日
を
迎
え
ら

れ
ま
し
た
。

　こ
れ
か
ら
も
、
健
康
に
留
意
さ
れ
、

元
気
に
過
ご
さ
れ
ま
す
よ
う
お
祈
り

い
た
し
ま
す
。

　町
内
で
竹
芸
作
品
を
制
作
さ
れ
て

い
る
藤
塚
松
星
（
洋
史
）
さ
ん
が
、

平
成
29
年
度
第
16
回
伝
統
工
芸
木
竹

展
に
お
い
て
、
文
部
科
学
大
臣
賞
を

受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　藤
塚
さ
ん
は
、
学
校
教
育
の
場
、

生
涯
学
習
の
場
で
「
子
ど
も
竹
細
工

教
室
」
の
講
師
を
さ
れ
、
ま
た
、
町

内
で
の
作
品
発
表
を
通
じ
て
、
伝
統

工
芸
の
紹
介
を
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　今
後
益
々
の
ご
活
躍
を
ご
期
待
い

た
し
ま
す
。

　大磯駅前洋館（国登録有形文化財

建造物「旧木下家別邸」及び新館）

の活用事業者の再契約が選定委員会

において決定しました。

　町では、平成34年７月まで貸付を

行います。事業者による、洋館の更

なる事業にご期待ください。

▼事業者の名称
　インターナショナル青和（株）

（再契約）

▼予定される事業内容
　レストランや結婚式場、イベント

など

問都市計画課　☎内線242

走る！！走る！！走る！！走る！！走る！！走 ！！
町長がが
走走走走走る走走走

　７
月
２
日
（
日
）
、
北
浜
海
岸
に
て
大
磯

海
水
浴
場
開
き
式
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　式
典
の
前
に
県
の
津
波
避
難
タ
ワ
ー
の
見

学
会
に
参
加
し
、
タ
ワ
ー
上
部
に
上
り
ま
し

た
。
県
内
で
３
番
目
に
建
設
さ
れ
た
こ
の
施

設
は
、
北
浜
海
岸
の
遊
泳
者
等
の
う
ち
逃
げ

遅
れ
た
方
を
津
波
か
ら
守
る
『
緊
急
避
難
施

設
』
で
あ
り
、
海
抜
11
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
避

難
ス
ペ
ー
ス
は
60
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
で

１
０
０
人
が
避
難
で
き
る
も
の
と
聞
い
て
お

り
ま
す
。

　式
典
に
は
、
多
く
の
関
係
者
の
方
々
が
参

加
さ
れ
、
海
の
安
全
を
祈
願
し
ま
し
た
。
式

典
の
前
後
に
松
本
順
先
生
へ
の
謝
恩
碑
前
に

て
黙
と
う
を
捧
げ
、
妙
大
寺
に
あ
る
先
生
の

墓
参
り
も
行
い
、
重
ね
て
安
全
を
祈
願
し
ま

し
た
。
こ
の
海
水
浴
場
で
夏
の
大
磯
の
さ
ら

な
る
魅
力
を
多
く
の
方
に
感
じ
と
っ
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　式
典
終
了
後
、
津
波
避
難
タ
ワ
ー
１
階
ス

テ
ー
ジ
で
行
わ
れ
た
フ
ラ
ダ
ン
ス
も
拝
見
し

ま
し
た
。
異
国
情
緒
溢
れ
る
音
楽
と
踊
り
に

自
然
と
笑
み
が
こ
ぼ
れ
ま
し
た
。

　最
後
に
海
水
浴
場
を
利
用
さ
れ
る
全
て
の

方
々
に
、
大
磯
海
水
浴
場
で
過
ご
し
た
時
間

が
楽
し
い
記
憶
と
し
て
残
る
よ
う
願
っ
て
お

り
ま
す
。

▲加藤孝氏（南下町）

現 大磯二宮漁業協同組合
　 代表理事組合長

大
磯
海
水
浴
場
開
き
式

百
歳
お
め
で
と
う
　
　
　

　
　
　
　
　ご
ざ
い
ま
す

▲鳥海一良さん▲髙橋リユさん

大磯駅前洋館の活用事業者
の再契約が決まりました！

受
賞
お
め
で
と
う

　
　
　

　
　
　
　
　ご
ざ
い
ま
す

県
民
功
労
者
表
彰

 

受
賞
お
め
で
と
う

 

ご
ざ
い
ま
す

▲受賞作品
彩変化花籃「日月」


